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───────────────────────────────────────────

平成27年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 12 月 会 議 会 議 録（第１日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成27年12月４日 午前10時00分開議

日程第１ 会議録署名議員の指名
７番 今西 菊乃

８番 市山 和幸

日程第２ 審議期間の決定 15日間 決定

日程第３ 諸般の報告 議長 報告

日程第４ 行政報告 市長 説明

日程第５ 議案第76号
長崎県市町村行政不服審査会の共同設置に

ついて
総務部長 説明

日程第６ 議案第77号

壱岐市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の制定について

総務部長 説明

日程第７ 議案第78号 壱岐市税条例の一部改正について 市民部長 説明

日程第８ 議案第79号 壱岐市奨学金貸与条例の一部改正について 教育次長 説明

日程第９ 議案第80号 壱岐市介護保険条例の一部改正について 保健環境部長 説明

日程第10 議案第81号
刈田院地区圃場整備事業に伴う字界変更に

ついて
農林水産部長 説明

日程第11 議案第82号 財産の無償譲渡について 企画振興部長 説明

日程第12 議案第83号

渡良Ｂ辺地（変更）、原島辺地（変更）、

渡良Ａ辺地、大島辺地、長島辺地、箱崎本

村辺地、湯岳辺地、筒城辺地及び池田辺地

に係る総合整備計画の策定について

企画振興部長 説明

日程第13 議案第84号
平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第

８号）
財政課長 説明

日程第14 議案第85号
平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）
保健環境部長 説明

日程第15 議案第86号
平成２７年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）
建設部長 説明

日程第16 議案第87号
平成２７年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）
建設部長 説明
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日程第17 議案第88号
平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算(第２号）
農林水産部長 説明

日程第18 要望第５号
「壱岐～福岡間の通勤・通学航路」運航に

ついての要望
資料のとおり

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第１号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（16名）

１番 赤木 貴尚君 ２番 土谷 勇二君

３番 呼子 好君 ４番 音嶋 正吾君

５番 小金丸益明君 ６番 町田 正一君

７番 今西 菊乃君 ８番 市山 和幸君

９番 田原 輝男君 10番 豊坂 敏文君

11番 中田 恭一君 12番 久間 進君

13番 市山 繁君 14番 牧永 護君

15番 深見 義輝君 16番 鵜瀬 和博君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 川原 裕喜君 事務局次長 吉井 弘二君

事務局書記 若宮 廣祐君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 中原 康壽君

副市長 ………………… 笹原 直記君 教育長 ………………… 久保田良和君

総務部長 ……………… 眞鍋 陽晃君 企画振興部長 ………… 左野 健治君

市民部長 ……………… 堀江 敬治君 保健環境部長 ………… 土谷 勝君

建設部長 ……………… 原田憲一郎君 農林水産部長 ………… 大久保敏範君

教育次長 ……………… 山口 信幸君 消防本部消防長 ……… 安永 雅博君
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総務課長 ……………… 久間 博喜君 財政課長 ……………… 西原 辰也君

会計管理者 …………… 平田恵利子君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（鵜瀬 和博君） 皆さん、おはようございます。会議に入る前にあらかじめ御報告いたし

ます。長崎新聞社ほか４名の方から報道取材のため、撮影機材等の使用の申し出があり、許可を

いたしておりますので御了承願います。

ただいまの出席議員は１６名であり、定足数に達しております。

ただいまから平成２７年壱岐市議会定例会１２月会議を開きます。

これより本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

１２月会議の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、７番、今西菊乃議員、８番、

市山和幸議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．審議期間の決定

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第２、審議期間の決定を議題とします。

１２月会議の審議期間につきましては、去る１２月２日に議会運営委員会が開催され、協議を

されておりますので、議会運営委員長に対し協議結果の報告を求めます。小金丸議会運営委員長。

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 登壇〕

○議会運営委員長（小金丸益明君） おはようございます。議会運営委員会の報告をいたします。

平成２７年壱岐市議会定例会１２月会議の議事運営について協議のため、去る１２月２日、議

会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告いたします。

審議期間の日程案につきましては、各議員のお手元に配付しておりますが、本日から１２月

１８日までの１５日間と申し合わせをいたしました。

本定例会１２月会議に提案されます案件は、条例の制定１件、条例の一部改正３件、補正予算

５件、その他４件の合計１３件となっております。

また、陳情等３件を受理いたしておりますが、お手元に配付のとおりであります。

本日は、審議期間の決定、議長の報告、市長の行政報告の後、本日送付された議案の上程、説

明を行います。

議案に対する質疑並びに予算に関する発言の通告をされる方は、１２月７日、月曜日の正午ま
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でに通告書の提出をお願いいたします。

１２月８日は、議案調査のため休会といたしております。

１２月９日は議案に対する質疑を行い、質疑終了後、所管の委員会へ審査付託を行いますが、

質疑をされる場合は、できる限り事前通告をされるようお願いいたします。

なお、上程議案のうち、議案第８４号平成２７年度一般会計補正予算（第８号）については、

特別委員会を設置して審査すべきということを確認いたしましたのでよろしくお願いします。

また、予算について質疑される場合においても、特別委員長宛てに質疑の通告を提出されるよ

うあわせてお願いいたします。

１２月１０日、１１日の２日間で一般質問を行います。同一趣旨の質問につきましては、質問

者間でぜひ調整をお願いいたしたいと思います。

１２月１５日は、各常任委員会を開催、１２月１６日は予算特別委員会としております。

１２月１７日は議事整理日として休会し、１２月１８日に本会議を開催し、各委員長の報告を

受けた後、議案等の審議、採決を行い、全日程を終了したいと思います。

以上が、平成２７年壱岐市議会定例会１２月会議の審議期間日程案であります。

円滑な運営に御協力を賜りますようお願い申し上げ、御報告といたします。

〔議会運営委員長（小金丸益明君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） お諮りします。１２月会議の審議期間は、議会運営委員長の報告のとお

り、本日から１２月１８日までの１５日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（鵜瀬 和博君） 異議なしと認めます。よって、１２月会議の審議期間は、本日から

１２月１８日までの１５日間と決定いたしました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告を申し上げます。平成２７年壱岐市議会定例会１２月会議に提出され、受理した議

案は１３件、陳情等３件であります。

次に、監査委員より、平成２７年度定期監査前期報告書及び例月現金出納検査の報告が提出さ

れており、その写しをお手元に配付しておりますので、御高覧をお願いします。

それでは、タブレット導入に関する内容について御報告をいたします。

今年度当初、ＩＣＴ導入による議会運営及びペーパーレス化の実現に向けて取り組んできたと

ころです。

県下におきましてもタブレット導入をし、文書共有システムによって稼働しているところは、
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壱岐市のほか諫早市があり、全国では現在１６自治体が導入をしており、壱岐市は１７番目とい

うことになります。

これまでタブレット導入につきましては、執行部と議会で詳細なところまで協議を重ね導入に

こぎつけたところです。

議会側としては、ＩＣＴ推進特別委員会を設置し、他市の状況を知るため先進地視察も行いな

がら運用方針（案）の内容について協議決定し進めてきました。

その後、運用方針に沿って、９月会議にタブレット導入に係る経費を９月補正予算で計上し、

９月２５日、補正予算の可決を受けたところです。

１０月上旬には、業者発注、契約を行い、１１月にタブレット納品、議会及び執行部において

タブレット端末操作研修会及び文書共有システム研修会を行ったところです。

本１２月の会議からは、市長を初め執行部及び市議会においては、ペーパーの議案書併用によ

る導入を図り、平成２８年６月会議からはペーパーレス化９０％以上の実現に向けて、全国離島

初の取り組みを進めているところであり、この先進的な取り組みにより、議会視察研修等の受け

入れもふえ、議会としても交流人口拡大に寄与できるのではと思っております。

今定例会１２月会議において議案等説明のため、白川市長を初め、教育委員会教育長に説明員

として出席を要請しておりますので御了承を願います。

以上で私からの報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第４、行政報告を行います。

白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。

本日ここに、壱岐市定例会１２月会議に当たり、前会議以降、本日までの市政の重要事項等、

また今回、補正予算に計上した主な内容等について御説明申し上げ、議員皆様の御理解と御協力

を賜りたいと存じます。

さて、平成２７年秋の叙勲において、本市から地方自治功労として、元郷ノ浦町議会議員西尾

叶様、元壱岐市議会議長深見忠生様が旭日双光章を、元壱岐市消防団副団長山口久美様が瑞宝単

光章をそれぞれ受章されました。

また、本年度の県民表彰では、社会福祉功労として保護司の小畑英治様が、産業商工功労とし

て前壱岐市商工会長の柳澤護様が、産業水産功労として箱崎漁業協同組合代表理事組合長西寛様

が、教育文化功労として長年、学校医として御尽力いただいている品川護郎様、学校歯科医とし
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て御尽力いただいている江田和夫様がそれぞれ受賞されました。

このたび、叙勲、県民表彰の栄に浴された皆様に対し、今日まで築かれた御功績に深甚なる敬

意を表しますとともに、心からお喜びを申し上げます。

次に、去る１１月１１日午前８時４８分ごろ、郷ノ浦町本村触の市道本町八畑線の八畑交差点

において、本市嘱託職員が運転する公用車が個人所有の車両に追突し、車両の損傷と運転されて

いた方に負傷させる事故が発生いたしました。事故後、直ちに負傷者の安全確保と警察等への連

絡を行い、必要な措置を行っております。

事故の過失割合については、相手方の車両が停車中であったことから、本市が１０割であり、

損害賠償の内容は、通院による治療費及び車両の修繕費などでありますが、損害賠償額全体につ

いては、自動車損害共済金で支払われる予定となっております。また、損害賠償額の決定に係る

議案については、車両の修理等に時間を要することから、次期以降の市議会会議において改めて

提出させていただきます。

なお、今回の事故に係る私自身を含む関係職員の処分については、今後、規定に基づき手続を

行ってまいります。

事故の相手方を初め、市民皆様に心からおわびを申し上げますとともに、安全運転の徹底につ

いて、さらに厳しく指導を行ってまいります。

それでは、前定例会以降、本日までの市政の重要事項等について御報告申し上げます。

まず、第２次壱岐市総合計画と壱岐市まち・ひと・しごと地方創生人口ビジョン・総合戦略に

ついてでございます。

第２次壱岐市総合計画は、１０月２２日開催の市議会定例会１０月会議において議決をいただ

き、向こう５年間の本市のまちづくりの基本方針と基本計画を定めたところであります。

また、壱岐市まち・ひと・しごと地方創生人口ビジョン・総合戦略についても１０月に策定を

終え、１０月２９日にホームページで公表を行っております。

今後、本計画並びに本市の地方創生を全力で推進してまいりますので、議員皆様、市民皆様の

御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。

次に、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度についてでございますけれども、住

民票を有する全ての皆様に、１人１つの１２桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野

で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認す

るために活用される社会保障・税番号制度については、関連する行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法が１０月５日に施行され、市民皆様

には１１月２２日から個人番号を通知するための通知カードが世帯ごとに簡易書留で送付をされ

ております。
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平成２８年１月から、社会保障、税、災害対策の行政手続において個人番号の利用が開始され

ることに伴い、個人の申請により、所定の手続を行っていただければ、個人番号カードの交付を

受けることができます。これらの手続を含めたマイナンバー制度に係る市民皆様への周知につい

ては、広報用チラシの各戸配布、出前講座等による説明会、ケーブルテレビでの広報等を実施し、

さらに御理解を深めていただくために、１２月１４日に芦辺町つばさ、１６日に石田農村環境改

善センター、１７日に壱岐文化ホール、２２日に勝本町かざはやで、マイナンバー制度に係る説

明会を開催することといたしております。

なお、今回、平成２８年１月からの個人番号利用開始に伴い、独自利用事務を規定し、庁内部

局間における特定個人情報の授受を行うために、番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例案を提出をいたしております。

次に、４庁舎耐震診断結果についてでございますが、本年６月から４庁舎の耐震診断を実施し

てまいりましたが、４庁舎とも必要な耐震性能を満たすための改修工事が必要であるという結果

になりました。今後は、耐震診断結果及び各庁舎の現状や課題について検討を行い、耐震改修に

係る基本計画を策定することとしております。この基本計画策定後、実施設計を行い、改修等の

工事については、平成３０年度完了に向けて取り組んでまいります。

離島振興についてでございますが、国境離島新法制定に向けた取り組みにつきましては、本法

案の成立に向けて大変な御尽力をいただいている自由民主党離島振興特別委員長である谷川弥一

衆議院議員、金子原二郎参議院議員の強力なリーダーシップのもと、長崎県を中心に全国関係離

島市町が一体となって、早期制定に向け、全力で推進してまいりました。しかしながら御承知の

ように、安全保障関連法案をめぐる情勢の中で、さきの通常国会提出が断念され、次の臨時国会

提出を目指すこととされておりました。その結果、残念ながら臨時国会の召集が見送られ、来年

１月４日召集予定の通常国会への提案を目指す状況となっております。

今後も国境離島新法の早期制定に向けて、国会議員の先生方を後押しすべく全力で取り組んで

まいりますので、議員皆様、市民皆様のなお一層の御理解、御協力を賜りますようお願いいたし

ます。

次に、長崎県への要望活動について申し上げます。

去る１１月２４日に、長崎県への壱岐市及び壱岐市議会連名の単独要望を行い、中村知事を初

め、幹部職員に対応していただきました。

要望項目は、「子ども・子育て支援について」「漁業燃油高騰対策について」「道路整備につ

いて」「クロマグロの産卵期における漁獲制限について」「唐津航路フェリーあずさのリプレイ

ス事業の早期実施及び唐津長崎路線レインボー壱岐号の運行再開について」「嫦娥三島・原島大

橋、２本の架橋の早期実現について」「河川整備等について」「日本遺産認定を活用した事業の
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推進について」「勝本港に関連する施設整備等について」の９項目でございます。

中村知事からは、重要項目について御回答いただきましたが、さらに、他の項目についても、

御検討いただくこととなっております。

今後も、こうした壱岐市単独要望については、意見交換を含め積極的に実施してまいります。

次に、大学との連携につきましては、これまで長崎大学や長崎県立大学と地域振興や人材育成

及び交流に関すること等について連携協定を締結しております。このたび、法政大学が取り組ま

れる、経営学修士資格取得を目指す外国人留学生のインターンシップ派遣先として本市が選定さ

れ、一定の期間、外国人留学生の受入れを行い、インバウンドの促進、産業の振興並びに地域社

会の発展を担う人材育成と教育研究の向上を図るための連携協定の締結を１２月１８日に行うこ

ととしており、来年１月から２月にかけて留学生１名の派遣が予定されております。

次に、交流人口の拡大について申し上げます。

まず、観光振興についてでございますが、本市における観光客数を推計する上で参考となる九

州郵船とオリエンタルエアブリッジの８月から１０月までの乗降客数累計は、２３万２,６８１人、

対前年比１１.９％の増で、本年は夏の期間中天候に恵まれたこともあり、海水浴客も大幅にふ

えており、多くの観光客の皆様に御来島いただいたところであります。

情報発信・誘客活動として、９月にゆめタウン広島、１０月に東京新宿駅での観光物産展、福

岡天神中央公園でのうまいもの大食堂への出展、１１月には東京での全国の離島が集まるイベン

ト「アイランダー２０１５」への出展、長崎デスティネーションキャンペーン全国宣伝販売促進

会議への参加、福岡市において壱岐焼酎７蔵大試飲会の開催、また今回初めて、佐賀大和及びう

きは市の道の駅でも物産展を開催し、本市のＰＲ等努めてまいりました。

また、本市の公認キャラクターである「人面石くん」が、１１月２１日から２３日に静岡県浜

松市で開催された、ゆるキャラグランプリ決戦投票イベントに出場いたしました。市民皆様を初

め多くの皆様から「人面石くん」への投票をいただき、昨年の４０６位から今回は２３８位と躍

進いたしました。御協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げます。

そのタイミングに合わせて、大手企業パナソニックの新商品「プライベートビエラ」のＣＭに、

長崎県代表として１１月２６日から、ドラマや映画など多方面で活躍中の女優、綾瀬はるかさん

と共演しております。「人面石くん」の活用による壱岐への波及効果も、大いに期待できること

から、引き続き情報発信に努めてまいります。

外国人誘客、いわゆるインバウンドの取り組みにつきましては、１１月９日から１２日にかけ

て、中村知事を団長とする総勢１４０人で構成された中華人民共和国駐長崎総領事館開設３０周

年記念訪問団に参加し、経済や文化の交流を図るとともに、旅行社、雑誌編集社へ向けた商談会

等ＰＲを行ったところであります。
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また、中国で有名な雑誌「外灘画報」の取材で俳優の陸毅さんを初め１８名の撮影団が一昨年

に引き続き来島され、辰ノ島等での撮影が行われました。今後、壱岐の魅力を雑誌にて発信され

る予定であります。

文化交流の分野におきましても、１１月２３日に日韓国際交流文化祭で韓国から２５名、

１１月２５日に元寇ゆかりの地として「フビライハーンと神風」上映会でモンゴルから６名が来

島されております。

今後の予定として、来年２月に台湾・韓国においての商談会を行い、また、台湾の中学生バ

レーボールチームについても、昨年に引き続き招聘を予定しております。

なお、インバウンドの実績といたしましては、平成２４年に９０人であったものが、平成

２６年には３７２人、本年は現在のところ４４５人となっております。

次に、来年のえとであるさるにちなみ、日本奇岩百景にも選ばれた「猿岩」を活用し、年越し

のカウントダウンイベントやライトアップ事業の情報発信に対して、今回所要の予算を計上して

おります。あわせて、壱岐市へのテレビ取材等各テレビ局に働きかけを行っております。

また、壱岐市のＰＲのため、年賀状の絵柄に「猿岩」を活用いただきたく、本市のホームペー

ジに利用可能な「猿岩」の写真をアップしておりますので、ぜひ御活用いただきますようお願い

いたします。

今後も、あらゆる機会を利用し、観光ＰＲや物産販売を行うとともに、県内離島の自治体や観

光連盟と提携し、島の魅力の情報発信に取り組んでまいります。

次に、婚活事業についてでございますが、人口減少対策の一環として、婚活事業「第３回イキ

イキお結び大作戦」を１１月１４日、１５日に開催いたしました。壱岐在住の男性参加者には、

９月と１１月に東京から全国で活躍する婚活マスター高橋聰典先生をお招きし、コミュニケーシ

ョン能力を高める手法や服装に関するセミナーを開催したところであります。女性参加者は、遠

くは東京、千葉、埼玉から御参加いただき、男性１９名、女性１８名で開催したところ、１４組

のカップルが誕生いたしました。

今回の婚活イベントは、男性に徹底して男性力を高めるための講座を行うとともに、イベント

中にもパーティー的な要素をなくし、真剣に相手と向き合える時間を多く持ちました。

また当日は前段の高橋先生にも御来島いただき、雰囲気づくりや男女の悩み相談、そしてカッ

プリングに向けたアドバイスなど支援を行っていただきました。ツアー参加者へのツアー満足度

アンケートも５点満点中４.５３点と非常に高い数字で、カップル成立率、ツアー満足度ともに

大成功のイベントであったと考えております。

本イベントの目的はあくまで人口減少対策であり、今後も成婚、移住に向けて継続的にフォ

ローアップを行ってまいります。
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次に、産業の振興について申し上げます。

まず、農業の振興につきましては、ＴＰＰの大筋合意を受け、今後参加国での承認手続が行わ

れます。ＴＰＰの発効により多くの農畜産物への影響が懸念されるため、市といたしましては、

ＴＰＰに係る情勢に注視し、国、県の施策に対し関係機関と連携した取り組みを展開してまいり

ます。

本年度の水稲作況指数は、県全体では１００％でしたが壱岐においては１０１％とほぼ平年並

みの発表がなされました。１１月２６日現在の買い入れ実績でありますが、早期米については、

日照不足及び収穫期の低温等により高温耐性のあるつや姫が、１等３４.９％、２等６５.１％、

一方、コシヒカリは１等６０.５％、２等３６.２％の成績となっております。普通期米について

は、日照不足及び台風等により品質低下の被害を受け、１等は極端に低く、にこまるが２等

８４.２％、ヒノヒカリが２等１００％となっております。

葉たばこについては、移植後の低温及び収穫期の天候不順が影響し、収量が反当２２２キロで

したが、１０月８日から１５日にかけて行われた収納・販売では、１キログラム当たり代金

２,１４３円の高い品質で、１０アール当たり代金４７万６,７４６円の成績でありました。

畜産については、去る１０月２９日雲仙市で開催された「長崎県和牛共進会」において、本市

から１２頭が参加いたしました。出品者の皆様には、長期間にわたる御労苦に心から敬意を表す

るものであります。全国和牛能力共進会・宮城県大会が２年後に迫っております。本番に向け、

畜産農家、関係機関皆様には、さらなる御精進をお願い申し上げる次第であります。

肉用牛経営における子牛の販売は、全国的な繁殖農家の減少に伴い高値で推移しており、本市

においては、１２月１日、２日の市において、平均７１万７０３円、前回比１０２％の成績で、

過去最高値での取引となっております。一方、肥育農家においては、依然厳しい経営を強いられ

ている現状にあります。

今後、高齢化、後継者不足等による繁殖牛の飼養頭数の減少等課題解決に向けて、産地維持の

ため、繁殖基盤の強化等に努めてまいります。

また、国の施策により、昨年スタートした農地中間管理機構については、１１月末現在、

１３法人、約２００ヘクタールが中間管理機構を通じて１２月に契約締結予定となっており、今

回所要の予算を計上いたしております。今後も、農地中間管理機構を通じての契約締結農地の集

約化を推進し、経営基盤の強化及び耕作放棄地の拡大防止に努めてまいります。

農地・農業用施設等災害については、被災申請箇所が１７地区の現地査定が実施され、その結

果、平均査定率が９０.７％、査定額２,０８６万８,０００円となりました。今後、早急に事務

手続を進め、復旧工事に着手してまいります。

次に、水産業の振興についてでございますが、本年４月から１０月までの７カ月間の本市の漁
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獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は２,１３２トン、２６.３％の増、漁獲

高は１９億６,０００万円、３３.４％の増といずれも大幅な増となっております。これは、春先

のイカ漁が好調であったことや、燃油価格高騰対策として、重油、軽油１リットル当たり１０円

の補助事業による効果も考えられます。なお、燃油につきましては、さきに申し上げましたとお

り、県に対し、国における漁業経営セーフティーネット構築事業制度の改善等の国への働きかけ

と県負担分の上積みを要望しております。

今後も、水産業の振興に、各漁協を初め関係機関、団体と連携を図りながら、全力で取り組ん

でまいります。

商工業の振興につきましては、地方創生の地域消費喚起型・生活支援事業により、壱岐市商工

会並びにＪＡ壱岐市・市内各漁協と連携した「プレミアム商品券」については、子育て支援とあ

わせ５万５,０００セットを販売し、１０月１日には完売いたしました。使用期限は１２月

３１日までとなっておりますので、市民皆様の御活用をお願いいたします。

また、しま共通地域通貨「しまとく通貨」の県全体の販売状況は、１０月末現在８３万

１,７０３セットを販売しており、既に年間販売予定額である９０万セットの９２.４％に達して

おります。

平成２８年３月末までに旅行商品に組み込まれる分を残し、窓口での一般利用できる分につい

ては、１０月２１日をもちまして販売を終了いたしました。特に本市においては、他の市町と比

べ、旅行商品での活用が著しく多い状況であり、本市への経済効果も多大なものがございます。

このため、次年度以降、本事業の取り組みについては、現在、しま共通地域通貨発行委員会で協

議を行っているところであります。

次に、市立特別養護老人ホーム及び同附属デイサービスセンターについては、９月３０日をも

って閉所し、１０月１日から社会福祉法人「壱心会」に経営移譲をいたしました。今後、壱心会

のネットワークを生かしながら、理学療法士や柔道整復師、鍼灸師などを派遣いただけるとのこ

とで、高齢者福祉のさらなる充実につながるものと確信をいたしております。

壱心会において、平成３０年度末までに新施設の建設とあわせて、地域振興策として御提案い

ただいている鯨伏中学校跡地を活用した介護福祉士養成校の開校に向けて、今回、旧鯨伏中学校

校舎の土地及び建物の無償譲渡についての議案と施設の耐震補強工事に係る所要の予算を計上い

たしております。

次に、平成２８年１０月、第２９回全国健康福祉祭ながさき大会、通称ねんりんピック長崎

２０１６が開催されます。本大会は６０歳以上の方々を中心とするスポーツと文化の総合的な祭

典として各都道府県持ち回りで開催されている大会で、本市におきましては、ウォークラリー交

流大会が開催されることとなっており、原の辻遺跡特設コースを会場に、約４５０人の皆様が参
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加予定となっております。

去る１１月１日には、同会場において、１９チーム９８人の皆様の参加によりリハーサル大会

を実施いたしました。「がんばらんば国体」同様、本大会が皆様の記憶に残るすばらしい大会と

なるよう、おもてなしの心を持って準備を進めてまいりますので、皆様方の御理解、御協力をお

願いいたします。

次に、勝本地区公民館についてでございますが、昨年度より、建てかえ工事を実施しておりま

した勝本地区公民館が、去る１０月３０日に完成し、１２月１日から開館の運びとなりました。

建設期間中は、地域住民皆様に大変な御不便をおかけしておりましたが、無事に完成すること

ができましたことに、改めてお礼と感謝を申し上げます。

今後、新しい勝本地区公民館が、地域の活動拠点としての役割を十二分に果たし、市民皆様の

御利用、御活用により、地域の活性化につながることを期待するものであります。

次に、本年１月から１１月末日現在の火災・救急発生状況は、火災２２件、救急１,５０２件

となっており、昨年同期と比較いたしますと、火災が５件の減、救急が４２件の減となっており

ます。

平成２１年６月から一般住宅への設置が義務づけられている住宅用火災警報器の設置につきま

しては、本市では、設置率が約６１％と県下平均の８１％を大きく下回っております。設置した

ことにより火災に至らなかった事例も多く報告されており、市民皆様の設置に対する御理解をお

願いいたします。

また、去る１１月８日に、石田町印通寺港一帯において、平成２７年度壱岐市防災訓練を、

３３機関４７８人の関係者皆様の参加により実施いたしました。今後も、関係機関と十分連携を

図り、災害対策に万全を期してまいりますので、市民皆様には日ごろの備え、避難場所の確認な

ど、日ごろより防災対策の確認をお願いいたします。これから火災の発生しやすい時期となりま

すので、市民皆様には火の取り扱いなど十分に御注意いただきますようお願いいたします。

原子力防災につきましては、去る１０月２２日に、本市で３回目となる原子力安全連絡会が開

催され、市、県、九州電力、各関係機関の代表２０名が出席し、玄海原子力発電所に関する防災

対策などの情報の共有化と意見交換を行ったところであります。

また、去る１１月２８日には、４回目となる玄海原子力発電所での放射能漏れ事故を想定した

平成２７年度長崎県原子力防災訓練が本市を含めた県内４市と、長崎県、佐賀県、福岡県の３県

合同で開催されました。情報収集伝達訓練、災害対策本部設置・運営訓練、緊急時モニタリング

訓練、緊急被ばく医療訓練、広報訓練、住民の避難訓練、誘導訓練、島外への広域避難訓練など

実践的な訓練を実施したところであります。

また、本年、県において伝送機能付簡易型電子線量計を市役所、初山事務所と三島小学校旧原
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島分校、印通寺港に設置予定であり、あわせて各施設などに安定ヨウ素剤の追加配付も予定され

ております。今後も、原子力防災対策に関係機関とも連携して取り組んでまいります。

次に、議案関係について御説明をいたします。

本会議に提出しております補正予算の概要は、一般会計補正額１億２,５２３万７,０００円、

各特別会計の補正総額マイナス６,８２８万８,０００円となり、一般会計、各特別会計の補正額

の合計は５,６９４万９,０００円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算

は２２５億１,８８２万６,０００円で、特別会計につきましては１１３億２,０７７万

５,０００円となります。

その他の議案につきましては、本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定及び一部改正

に係る案件４件、予算案件５件、各辺地に係る総合整備計画策定の１件、その他３件の合計

１３件であります。

案件の詳細につきましては、担当部長、課長から説明をさせますので御了承願います。何とぞ

十分な御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項また政策等について申し述べましたが、さま

ざまな行政課題等に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員

皆様並びに市民皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げ行政報告といたします。ど

うぞよろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） これで行政報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第５．議案第７６号～日程第１７．議案第８８号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第５、議案第７６号長崎県市町村行政不服審査会の共同設置につい

てから、日程第１７、議案第８８号平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第

２号）まで、以上１３件を一括議題とします。

ただいま上程しました議案について、提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日上程いたしております各議案の説明は、担当部長及び課長に説明を

させますので、よろしくお願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） おはようございます。それでは、議案第７６号及び議案第７７号を
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一括して説明をさせていただきます。

まず、議案第７６号長崎県市町村行政不服審査会の共同設置について御説明いたします。

行政不服審査法第８１条第１項及び地方自治法第２５２条の７第１項の規定に基づき、平戸市、

松浦市、対馬市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々町、

新上五島町、東彼地区保健福祉組合、雲仙・南島原保健組合、南高北部環境衛生組合、北松北部

環境組合及び長崎県市町村総合事務組合との協議により、次の規約を定め、長崎県市町村行政不

服審査会を共同して設置することについて、地方自治法第２５２条の７第３項の規定において、

準用する第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。本日

の提出でございます。

提案理由でございますが、地方自治体においては、行政不服審査法第８１条第１項の規定に基

づき、審査請求に係る事案について、調査、審議するために附属機関としての第三者機関を設置

する必要があります。

第三者機関は、各地方公共団体が単独で設置することも可能ですが、複数の地方公共団体によ

って共同設置することも可能です。

以上のことから、このたび協議により、長崎県市町村行政不服審査会を１８団体で共同設置す

ることについて、地方自治法の規定により、共同設置団体の議会の議決を求めるものでございま

す。

次のページをお開きください。長崎県市町村行政不服審査会共同設置規約でございます。

審査会の執務場所は第３条に規定のとおり、長崎市栄町４番９号、長崎県市町村総合事務組合

の事務所内に置きます。

委員については、第４条で、代表団体管理者がその議会の同意を得て選任し、代表団体管理者

は、あらかじめ関係団体の長の意見を聞くものとするとなっております。代表団体は長崎県市町

村総合事務組合とします。

事務職員については第６条にありますが、代表団体である長崎県市町村総合事務組合の職員を

充てます。

審査会の経費の負担については、第７条で規定をされております。

審査会に要する経費の負担の額及び納入の時期等については、関係団体の長が協議して定める。

ただし、審査会に要する経費のうち、専ら特定の団体に係る行政不服審査法第４３条第１項に基

づく審査会への諮問に係る事務を処理するために要する経費は、代表団体管理者と特定団体の長

との協議により、特定団体が負担することとなっております。

共同設置の時期は、平成２８年４月１日を予定をいたしております。

以上で議案第７６号の説明を終わります。
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次に、議案第７７号壱岐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について御説明をい

たします。

壱岐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございま

す。

提案理由でございますが、平成２８年１月からの個人番号の利用開始に伴い、独自利用事務を

規定し、庁内部局間における特定個人情報の授受を行うために、行政手続における特定個人情報

を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例を制定するものであります。

次のページをお開きください。条例の概要でございますが、この法では、個人番号を利用でき

る事務の範囲を社会保障や税、災害対策分野の一部の事務に限定しており、また、個人番号を含

む情報の提供につきましても、法律が定める場合を除いてできないこととなっております。

ただし、市が条例を定めることによりまして、個人番号の独自利用や複数の事務課における庁

内連携、他の執行機関への情報の提供が可能となるものでございます。

第４条、個人番号の利用範囲につきましては、番号法第９条第２項の規定に基づき、個人番号

を利用する事務といたしまして、３ページ目でございますが、別表第１、別表第２に掲げる事務

及び市長または壱岐市教育委員会が行う番号法別表第２の第２欄に掲げる事務を事務とすること

を規定しております。

別表第１は、個人番号を独自に利用する事務といたしまして、別表第１の左の欄に掲げる機関

が行う。同表の右欄に掲げる事務をすることをお示ししております。

１ページにお戻りください。第４条第２項は、個人番号を独自に利用する事務のうち、同一期

間内の複数の部署間において庁内連携により当該機関が保有する特定個人情報を利用することが

できる事務を規定し、次の３ページでございますが、別表第２に示しております。

ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを利用して、他の個人番号利用

事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は除かれます。

２ページにお戻りください。第４条第３項では、市長または教育委員会は番号法別表第２の

３ページ目でございますが、２欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第４欄に掲

げる特定個人情報であっても、みずからが保有するものを利用することができることを規定いた

しております。

なお、第２項同様に、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の

番号、個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は除かれ
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ます。

２ページでございますが、第４条第４項は、第２項の規定による特定個人情報の利用ができる

場合において、他の条例、規則、その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情

報を含む書面の提出が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものとすることを規

定いたしております。

２ページ目でございます。第５条、特定個人情報の提供は、番号法第１９条第９号の規定に基

づき、他の機関への特定個人情報の提供について、次のページの別表第３に定められている事務

とすることを規定いたしております。

別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる

事務を処理するために必要な、同表第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、

同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供することを規定しております。

２ページ目でございます。第５条第２項は、前項の規定による特定個人情報の提供があった場

合において、他の条例、規則、その他の規程の規定により、当該特定個人情報と同一の内容の情

報を含む書面の提出が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものとすることを規

定いたしております。

この条例は、平成２８年１月１日から施行するものでございます。

以上をもちまして、議案第７６号、第７７号の説明は終わります。御審議の上、決定いただき

ますよう、よろしくお願いをいたします。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 市民部長。

〔市民部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○市民部長（堀江 敬治君） 議案第７８号壱岐市税条例の一部改正について、御説明をいたしま

す。

壱岐市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由は、地方税法等の一部を改正する法律が平成２７年３月３１日に、地方税法施行規則

等の一部を改正する条例が平成２７年９月３０日にそれぞれ公布されたことに伴い、徴収猶予及

び地域決定型地方税制特例措置に関する規定の追加及びたばこ税の特例税率の廃止並びに行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う個人番号及び法

人番号等を規定する改正を行うほか、所要の規定の整備を行うものでございます。

次のページをお開き願います。壱岐市税条例の一部を改正する条例、壱岐市税条例の一部を次

のように改正します。

内容については、記載のとおりでございます。
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資料１としまして、議案関係資料１ページから３０ページに新旧対照表を添付しておりますの

で、御参照をいただきたいと思います。

主な改正点は、まず猶予制度関係ですが、納税猶予制度等の見直しがなされました。該当条項

は第８条から１２条となります。

この改正は平成２６年度の税制改正において、国税における猶予制度が見直されたことを受け

て、地方税の猶予制度においても平成２７年度の税制改正にて国税と同様の見直しを行うことと

されたものでございます。

徴収猶予に関することにつきまして、申請手続、分割納付の方法について条例で定めることと

なったことに伴う改正となっております。

換価猶予に関することにつきましては、従前の職権による換価猶予に加えて、申請による換価

猶予が新設されたところですが、当該猶予に係る申請手続、分割納付の方法、申請期限につきま

しても条例で定めることとなったことに伴う改正となっております。

これらについては、地域の実情等に応じて条例で定めることができることとされておりますが、

本市において特別な事情はないことから、国税、県税の基準に準拠した規定といたしております。

次に、固定資産税関係であります。附則第１０条の２を追加する改正ですが、国が一律に定め

ていた地方税の特例措置について、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする

仕組み、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例が導入されました。

このことを受け、地方税法附則第１５条第２項第１号等に規定するわがまち特例の対象となる

資産について、課税標準等の特例割合による固定資産税の減額措置について定めております。

対象施設については、現在のところ壱岐市にはございませんが、下水道除害施設、浸水防止用

設備、ノンフロン製品、公害防止用設備、津波避難施設及びサービス付き高齢者向け住宅となっ

ております。特例割合は、国が示した参酌基準と同一の３分の１から４分の３としております。

いずれにつきましても平成２７年４月１日以降に取得される資産に対して課すべき平成２８年

度以降の固定資産税について適応します。

次に、市たばこ税関係であります。該当条項は附則第１６条の２及び改正附則第６条となりま

す。

市たばこ税の税率について、旧３級品紙巻きたばこに係る特例税率を平成２８年４月１日から

平成３１年４月１日までの間に４段階で縮減をし、廃止することとしました。このため、現在

１,０００本につき２,４９５円とされている税率が段階的に引き上げられ、一般の紙巻きたばこ

と同じ税率１,０００本につき５,２６２円になります。

なお、旧３級品とは、専売納付金制度下において３級品とされていた紙巻きたばこを言い、具

体的にはエコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの６銘柄とい
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うふうになります。

次に、番号制関係につきましては、番号制施行に伴う各種申請類に個人番号または法人番号を

記すための様式等を改正するものです。

そのほかにつきましては、法律改正による字句や条番号のずれが生じた箇所を修正するもので

あります。

施行期日につきましては、附則第１条にあるとおり、猶予制度の見直し及び紙巻きたばこ３級

品に係る特例税率の廃止に係る改正は平成２８年４月１日から、その他の改正については平成

２８年１月１日から施行するものでございます。

以上で、議案第７８号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

〔市民部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 山口教育次長。

〔教育次長（山口 信幸君） 登壇〕

○教育次長（山口 信幸君） 議案第７９号壱岐市奨学金貸与条例の一部改正について御説明いた

します。

壱岐市奨学金貸与条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由といたしまして、壱岐市奨学金の貸与に当たり、独立行政法人日本学生支援機構又は

財団法人長崎県育英会との併給ができるようにするため所要の改正を行うものでございます。

次のページをお開き願います。壱岐市奨学金貸与条例の一部を次のように改正するものでござ

います。

改正条文の内容につきましては、記載のとおり、第５条第１項、後段を削ることといたします。

また、改正条文の新旧対照表につきましては、別添資料１の３１ページに記載のとおりでありま

す。

附則といたしまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。

以上で、議案第７９号の説明を終わります。御審議のほどをよろしくお願いいたします。

〔教育次長（山口 信幸君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 土谷保健環境部長。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 登壇〕

○保健環境部長（土谷 勝君） 議案第８０号壱岐市介護保険条例の一部改正について御説明申

し上げます。

壱岐市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。本日の提

出でございます。

提案理由でございますが、介護認定審査会の適切な運営を図るため、所要の改正を行うもので
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ございます。

介護認定審査会の審査委員数は、現在１４名で、内訳は医療部門から６名、保健部門から４名、

福祉部門から４名選出いただいております。今回、国が定める基準に合わせるため、審査委員会

委員数を１２名とし、各部門から４名とするものでございます。

次のページをお開き願います。平成１６年壱岐市条例第１３８号壱岐市介護保険条例の一部を

次のように改正するものでございます。第３条中「１４人」を「１４人以下」に改めるものでご

ざいます。

条文の新旧対照表につきましては、資料１の３２ページに記載しております。

附則といたしまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものでございます。

以上で議案第８０号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１０分といたします。

午前10時58分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時10分再開

○議長（鵜瀬 和博君） 大久保農林水産部長。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 登壇〕

○農林水産部長（大久保敏範君） 議案第８１号刈田院地区圃場整備事業に伴う字界の変更につい

て、御説明申し上げます。

土地改良法による土地改良事業、県営経営体育成基盤整備事業の施行に伴い、別紙のとおり字

の区域の変更をしたいので、地方自治法第２６０条第１項の規定により議会の議決を求める。本

日の提出でございます。

提案理由でございますが、土地改良事業県営経営体育成基盤整備事業による刈田院地区の施工

に伴い、区画整理を行ったため、字の区域界を変更し、整理しようとするものであります。

次のページをお願いします。別紙変更調書でございます。区域を変更する字の名称並びに編入

する区域を記載いたしております。

最後のページをお願いいたします。旧字界図と新字界図を添付いたしております。農地につい

ては、刈田院側を挟んで郷ノ浦町、勝本町に分かれ、河川は勝本町になっております。

以上で、議案第８１号についての説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 左野企画振興部長。

〔企画振興部長（左野 健治君） 登壇〕
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○企画振興部長（左野 健治君） 議案第８２号について御説明いたします。

財産の無償譲渡について、次のとおり財産を無償譲渡するものでございます。本日の提出でご

ざいます。

提案理由は、財産を無償譲渡することについては、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に

基づき議会の議決を経ようとするものでございます。

次のページをお開き願います。１、譲渡財産は建物名称、旧壱岐市立鯨伏中学校、所在地、壱

岐市勝本町布気触字木落８１８番６８、構造、鉄筋コンクリート造２階建て１棟及び鉄筋コンク

リート造平屋建て１棟、延べ床面積１,７８２.３９平方メートル、建築年は昭和４９年ほかであ

ります。

次に、土地の所在地、壱岐市勝本町布気触字木落８１８番６８、地目、学校用地、面積

４,１２０.１５平方メートルであります。譲渡の相手先は長崎市上銭座町１１番８号、学校法人

岩永学園理事長岩永城児、３、譲渡の条件は、譲渡を受けた財産については、学校教育法に規定

する専修学校の運営に使用することとしております。譲渡の理由、上記財産の効率的な活用が図

られるとともに、介護福祉士養成校が運営されることにより、介護に従事する人材の育成、市内

における介護サービス従事者の確保及び介護サービスの質の向上を図られることといたしており

ます。譲渡の時期、平成２７年１２月２５日でございます。別紙に無償譲渡する建物の一覧及び

位置図、平面図を添付しておりますので、御参照賜りたいと存じます。

以上で議案第８２号の説明を終わります。

続きまして、議案第８３号をお願いいたします。

渡良Ｂ辺地（変更）、原島辺地（変更）、渡良Ａ辺地、大島辺地、長島辺地、箱崎本村辺地、

湯岳辺地、筒城辺地及び池田辺地に係る総合整備計画の策定について御説明申し上げます。

渡良Ｂ辺地（変更）、原島辺地（変更）、渡良Ａ辺地、大島辺地、長島辺地、箱崎本村辺地、

湯岳辺地、筒城辺地及び池田辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定める。本日の提出でござ

います。

提案理由でございますが、スクールバスの購入事業、郷ノ浦中学校渡良ルート、石田小学校久

喜ルート、市道本村神里線の改良事業、芦辺地区第６分団小型動力ポンプの購入事業、筒城浜ジ

ョギングコース設置工事に係る辺地対策事業債を活用するため、辺地に係る公共的施設の総合整

備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項及び第５項の規定に基づき、議会の議

決を求めるものでございます。

この計画は、辺地債の対象になるためには市議会の議決を経て、辺地に係る総合整備計画を総

務大臣に提出することとなっております。

１ページをお開き願います。右上に辺地を記載いたしております。
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まず、渡良Ｂ辺地でございます。スクールバス購入事業、郷ノ浦中学校渡良ルートを計画に追

加し、総合整備計画を変更いたしております。

郷ノ浦中学校渡良ルート運行は、現在２経路で、一方は市所有のバス、もう一方を受託会社の

バスで運行しており、運行経費の増大が見込まれるため新たにバスを購入し、経費節減に努める

ものです。計画事業費は４８８万円であります。

２ページ、原島辺地、３ページ、渡良Ａ辺地、４ページ、大島辺地、５ページ、長島辺地も同

じくスクールバス購入事業、郷ノ浦中学校渡良ルートについての総合計画であります。

次に、６ページをお願いいたします。箱崎本村辺地でございますが、市道本村神里線改良事業

は、ＪＡ壱岐市の肥育センター、堆肥センター、キャトルセンターがあり、大型車の通行が頻繁

になり、一般車両や大型農業機械との離合が困難になっております。そこで本路線の改良を行う

ものです。計画事業費は１億３,８７０万円であります。

次に、７ページをお願いいたします。湯岳辺地でございます。壱岐市消防団芦辺地区第６分団

の小型ポンプは、購入後１５年を経過し、塩害等の腐食が著しく、性能が低下しており、更新を

行うものであります。計画事業費は１５６万円であります。

次に、８ページをお願いいたします。筒城辺地でございます。筒城浜ふれあい広場遊歩道をゴ

ムチップ舗装に改修することにより、実業団陸上部等の合宿誘致につながるほか、毎年行ってお

ります小中学校駅伝大会のコースとして使用していることもあり、有効活用が可能であります。

計画事業費は７,６０５万５,０００円であります。

最後に、９ページをお願いいたします。石田辺地でございます。石田小学校スクールバス久喜

ルートは、現在受託会社のバスで運行しております。経費の増大が見込まれるためバスを購入し

て経費節減に努めるものであります。事業費は４８８万円でございます。

位置図等につきましては、別添資料３に記載いたしております。

以上で議案第８２号、８３号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

〔企画振興部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 西原財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 議案第８４号平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）につ

いて御説明申し上げます。

平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２,５２３万

７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２５億１,８８２万６,０００円

とします。第２項は記載のとおりでございます。
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地方債の補正、第２条、地方債の追加、変更は、第２表地方債補正による。本日の提出でござ

います。

次の２、３ページには、第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等について、記載のと

おりでございます。

４ページをお開き願います。第２表地方債補正、１、追加、総務債は介護福祉士養成校開校に

向け、学校法人岩永学園が行う旧鯨伏中学校校舎の耐震補強工事設計費用について、緊急防災減

災事業債、限度額４２０万円を追加しております。起債の方法、利率、償還の方法は起債のとお

りでございます。

次に、２、変更、過疎対策事業債は、限度額４億２,２５０万円を３億６,８８０万円に、

５,３７０万円を減額しております。道路改良補助事業費及び簡易水道施設整備事業費、国庫補

助金の内示額の減によるものでございます。

次に、合併特例事業債は限度額１億８,７３０万円を２億２,２６０万円に、３,５３０万円を

増額しております。芦辺小学校校舎解体事業費について３,５３０万円を増額しております。

それでは、事項別明細書により主な内容について御説明をいたします。

８、９ページをお開き願います。歳入について御説明をいたします。

１０款１項１目地方交付税は、今回不足する財源について、普通交付税６,５６０万４,０００円

を増額しております。

次に、１４款２項４目農林水産業費国庫補助金、農地中間管理機構地籍集積金補助金１億

２,４７７万２,０００円の追加は、担い手への農地の集積、集約化を加速するため、農地中間管

理機構を通じて契約できた地域、当該農地の耕作者及び農地を貸し付けることによる経営展開や

リタイアした農業者に対して協力金を交付するもので、それぞれ地域内の農地を機構に貸し付け

た割合による単価等で交付されるものでございます。

次に、７目教育費国庫補助金、学校施設環境改善交付金は、芦辺小学校校舎解体事業費

７,４４０万円に対して２分の１、３,７２０万円を追加補正しております。

次に、１５款２項２目民生費県補助金、重度訪問介護等の利用促進に係る市町支援事業補助金

は、今年度の障害福祉サービス費において、訪問系サービスの給付額が国庫負担基準を超えるこ

ととなり、小規模市町村の財政支援として県の４分の１、１,０６６万６,０００円を追加補正し

ております。

そのほか衛生費、農林水産業費、土木費、消防費の国県補助事業について内示及び実績見込み

により増減補正をしております。

次に、１０、１１ページをお開き願います。

１６款２項２目物品売り払い収入、アワビ種苗売り払い収入は、アワビ、アカウニ、カサゴの
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種苗の出荷数増によるもので、１５９万３,０００円を追加し、栽培漁業振興基金へ積み立てを

いたしております。

次に、２０款４項２目雑入、過年度分補助金返還金は、平成２３年度において漁船取得リース

事業により取得した漁船について、利用者の諸般の事情により漁業廃業となり、今回未利用分に

対し県補助金９３万７,５００円、市の補助金３１万２,５００円、計１２５万円の補助金返還と

なったものでございます。

２１款市債につきましては、４ページの第２表地方債補正で説明したとおりでございます。

次に、歳出について御説明をいたします。

１２月補正の主要事業については、別紙資料２の平成２７年度１２月補正予算案概要で説明を

いたします。

資料２の１２月補正予算案概要をお開き願います。２、３ページをお開き願います。

２款２項１目税務総務費、固定資産税データ作成業務２４６万３,０００円の補正は、旧郷ノ

浦町全域の国土調査が本年完了したことに伴い、平成２８年度課税より国土調査前の地籍から国

土調査後の地籍による課税へと変更するため、約５万筆の膨大な筆数のシステムへの移行データ

の作成を業務委託するものでございます。

次に、３款１項１目社会福祉総務費、障害者就労支援事業５１万円の補正は、平成２７年４月

から就労継続支援Ｂ型事業の新規利用希望者について就労移行支援事業所等が行う就労面のアセ

スメントを受けることが必須となり、利用希望者はこのアセスメントを受けるためには、当該の

就労意向支援事業等に頼らざるを得ないことから、利用希望者の経済的負担を軽減し、障害のあ

る方が地域で自立した生活を送るための支援を行うものであります。

次に、４、５ページをお開き願います。

５款１項３目農業振興費、農地中間管理機構集積金補助金１億２,４７７万２,０００円の補正

は、歳入で説明しましたとおりですが、地域集積金協力金が２００.９４ヘクタールの６,９４２万

８,０００円、経営転換協力金が５４戸の１,８００万円、耕作者集積協力金が１８６.７２ヘク

タールの３,７３４万４,０００円となっております。

次に、５目農地費、県営農地海岸保全事業負担金は、神田漁港裏にある呼瀬地区農村保全海岸

施設が台風や冬期の波浪により浸食を受け、基礎部が洗堀をしていることから、県単独の補修工

事費４００万円に対し、市の負担率２５％の１００万円を補正しております。

次に、６、７ページをお開き願います。

５款３項２目水産業振興費、新生水産県ながさき総合支援事業は、郷ノ浦町漁協の荷さばき照

明器具改修工事及び水産センター外壁等改修工事並びに箱崎漁協の急速冷凍機改修工事費につい

て、事業見直しにより今年度未実施となり、総額３,４３５万円の減額をし、新たに新規事業と
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して新水産業収益性向上活性化支援事業、経営改善計画に基づき、目標とする所得向上のために

必要な機器類の整備や活動に対する補助を行うもので、勝本町漁協所属の漁業者グループ２名に

対しては、県２分の１、市６分の１補助をし、箱崎漁協所属の漁業者３名に対しては、グループ

でないために県３分の１補助、市６分の１補助をするもので、総額１,３１４万４,０００円を補

正しております。

次に、８、９ページをお開き願います。

６款１項４目観光費、壱岐の島魅力発信事業６０万円の補正は、来年のえとであるさる年にち

なんで日本奇岩百景にも選ばれた「猿岩」を活用し、年越しのカウントダウンイベントやライト

アップ事業に対し補助をするものでございます。

次に、８款１項３目消防施設費、消防施設整備事業の防火水槽について、国庫補助事業による

新設５基を要望しておりましたが、今年ゼロ内示となりまして、今年度は単独事業として過疎債

の枠内で２基のみ実施することとしております。

次に、１０、１１ページをお開き願います。

９款５項２目青少年育成費、各種青少年大会補助金は、小中学生のスポーツ大会補助金として

１０月末までに全国大会や九州大会出場団体が増加をしたため、今回１００万円を増額補正して

おります。そのほか主要事業の詳細につきましては、資料２に記載のとおりでございます。

以上で、平成２７年度壱岐市一般会計補正予算（第８号）について説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 土谷保健環境部長。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 登壇〕

○保健環境部長（土谷 勝君） 議案第８５号平成２７年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）について御説明申し上げます。

平成２７年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は次に定めるものでございま

す。

歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

６８７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３億１,５１１万７,０００円と

します。第２項については、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開き願います。

第１表歳入歳出予算補正額については、記載のとおりでございます。

５ページから７ページには、歳入歳出補正予算事項別明細書を記載しております。

８ページ、９ページをお開き願います。
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２、歳入につきましては、３款２項４目介護保険事業費補助金としまして、交付決定により

１６２万５,０００円を減額しております。

７款１項１目一般会計繰入金としまして、人件費の増により７３１万７,０００円増額してお

ります。

８款繰越金につきましては、前年度繰越金１１７万８,０００円を増額補正しております。

１０ページ、１１ページをお開き願います。

３、歳出、１款１項１目一般管理費は、システム改修業務委託料を６４万７,０００円減額し

ております。

３款１項１目介護予防高齢者対策費の人件費を７３１万７,０００円増額補正しております。

１２ページ、１３ページは給与費明細書を記載しております。

以上で、議案第８５号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（土谷 勝君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 議案第８６号について御説明いたします。

平成２７年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによりま

す。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７,５２５万

８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億８,２６６万８,０００円と

します。２項は記載のとおりでございます。本日の提出です。

８ページをお開きください。

２、歳入ですが、３款国庫支出金の１目衛生費国庫補助金を５,２００万円と、４款繰入金の

１目一般会計繰入金を４,４４６万１,０００円減額し、５款繰越金で３２７万７,０００円と

６款１目の雑入で１１２万６,０００円、７款市債の１目簡易水道事業債で１,６８０万円を追加

しております。

１０ページをお開きください。

３、歳出ですが、１款総務費の１目一般管理費に６２万８,０００円、２目施設管理費に

６１１万４,０００円の追加をしております。

２款施設整備費の１目簡易水道事業整備事業費については８,２００万円の減額をしておりま

す。主な補正の内容は、簡易水道統合整備事業で、本年度の補助金の内示額の減額によるもので

ございます。また、沼津柳田簡易水道施設整備事業において詳細設計で一体的な整備が必要とな

った工事を追加しまして、早期に運転を図るため工事費を追加しております。それと、市道改良
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工事などにつきまして、配水管の布設がえを追加しております。これについては、別添資料２の

１２から１３ページに内容を記載しております。

続きまして、議案８７号について御説明いたします。

平成２７年度壱岐市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）について、次のとおり定めると

ころによります。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億５,３７０万円とします。２項は記載のとおりです。

本日の提出です。

８ページをお開きください。

２、歳入ですが、一般会計繰入金で１３９万９,０００円減額して、７款諸収入の１目雑入で

１６５万１,０００円の増額をしております。

１０ページをお開きください。

３、歳出ですが、１款下水道事業費で予算の組み替えを、２款漁業集落排水整備事業費の１項

の２目施設管理費に４０万円の追加を、そして２項の１目施設整備費では予算の組み替えをして

おります。補正の内容は、漁業集落排水整備処理施設機器の修繕料の追加と、芦辺地区漁業集落

排水整備事業の予算の組み替えをしております。

以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） 大久保農林水産部長。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 登壇〕

○農林水産部長（大久保敏範君） 議案第８８号平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予

算（第２号）について御説明申し上げます。

平成２７年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３０万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,６１９万５,０００円とする。第２項は記載のと

おりでございます。本日の提出でございます。

事項別明細書により内容について御説明申し上げます。

８ページ、９ページをお願いします。

まず、歳入でございますが、１款使用料及び手数料１項１目使用料でございますが、機械使用

料を３０万円減額計上いたしております。

１０ページ、１１ページをお願いいたします。

次に、歳出でございますが、１款総務費１項１目一般管理費に３０万円減額計上いたしており
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ます。内容については、臨時労務雇い賃金からシルバー人材センターへの人材派遣手数料への予

算の組み替えを行っております。また、備品トラクター購入費でございますけども、実績により

減額を行い、消費税納付金の確定によりまして増額を行っております。

以上で議案第８８号についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〔農林水産部長（大久保敏範君） 降壇〕

○議長（鵜瀬 和博君） これで市長提出議案の説明が終わりました。

────────────・────・────────────

日程第１８．要望第５号

○議長（鵜瀬 和博君） 日程第１８、要望第５号「壱岐～福岡間の通勤・通学航路」運航につい

ての要望を議題とします。

ただいま上程しました要望第５号「壱岐～福岡間の通勤・通学航路」運航についての要望は、

お手元に写しを配付しておりますので、説明にかえさせていただきます。

────────────・────・────────────

○議長（鵜瀬 和博君） 以上で本日の日程は終了いたしました。

次の本会議は、１２月９日水曜日午前１０時から開きます。

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。

午前11時39分散会

──────────────────────────────


